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近年の国の動向
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① 教育全体の動向

・（文科省・中教審）「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な
学びと，協働的な学びの実現～（答申）（2021年1月）

・（内閣府）Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ（案）（2022年4月1日）

・（経産省）産業構造審議会 教育イノベーション小委員会

② （文科省）特別支援教育の動向

・新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 報告 （2021年1月）

・障害のある子どもの教育支援の手引き（2021年6月）

・特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告（2022年3月）

※その他にも…

・（文科省）令和の日本型教育を担う教師の在り方特別部会

・（文科省）特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議

・（文科省）義務教育９年間を見通した指導体制の在り方に関する検討会議

など
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「個別最適な学び」と「協働的な学び」

• 「個別最適な学び」
• 「指導の個別化」は一定の目標を全ての児童生徒が達成することを目指し、
個々の児童生徒に応じて異なる方法等で学習を進めることであり、その中で
児童生徒自身が自らの特徴やどのように学習を進めることが効果的である
かを学んでいくことなども含みます。

• 「学習の個性化」は個々の児童生徒の興味・関心等に応じた異なる目標に
向けて、学習を深め、広げることを意味し、その中で児童生徒自身が自らどの
ような方向性で学習を進めていったら良いかを考えていくことなども含みます。

• 「協働的な学び」
• 探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をは
じめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重
し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることがで
きるよう、必要な資質・能力を育成する
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/mext_01317.html
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https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kyouikujinzai/index.html
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産業構造審議会 教育イノベーション小委員会
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産業構造審議会教育イノベーション
小委員会 3月18日資料より
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教育全体の動向：ポイント

•全員が同じペースで同じ内容を同じ方法で学ぶ教育→一人ひとり異
なることを前提とした教育へ転換

• デジタルの力を活用することでそれを可能とする環境整備をする

※特別支援教育においてはこれまで個別最適化された学びや教科横
断的な教育課程の編成をしてきたため、これまで蓄積された知見を通
常教育に活用することができる※
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近年の国の動向
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有識者会議：基本的な考え方
「インクルーシブ教育システムの構築」

①障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備

②障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的
確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特
別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進
める。

これらを更に推進するため、それぞれの学びの場における各教科等の学習の充実を
図るとともに、

・障害のある子供と障害のない子供が、年間を通じて計画的・継続的に共に学ぶ活
動の更なる拡充

・障害のある子供の教育的ニーズの変化に応じ、学びの場を変えられるよう、多様な
学びの場の間で教育課程が円滑に接続することによる学びの連続性の実現
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就学先決定

•本人や保護者への正確な情報提供
• 基礎的環境整備

• 障害者差別解消法

• 学校における合理的配慮の意思表明手続き

• 学びの場は固定的ではなく柔軟に変更可

•意向が合致しない場合にどうするか
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障害のある子とない子が共に学ぶ

•管理職のリーダーシップ

•可能な限り交流及び共同学習

•通常学級における多様な子どもがいることを前提とした学級づくり・
授業づくり
• ユニバーサルデザイン

• 合理的配慮
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すべての教師に求められる専門性

※詳細は「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討
会議報告」（2022年3月）で確定

• 「社会モデル」を踏まえた「障害」の理解

•多様なニーズのある子どもがいることを前提とした学級づくり・授業
づくり
• ユニバーサルデザイン

• 合理的配慮
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障害の医学モデルと社会モデル
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個人の中に障害がある。
障害に伴う問題の原因を「個人の障害（インペア
メント）」に求め、障害のある人が社会に適応する
ためには、この個人の障害を治療したり、改善した
り、目立たなくすることが必要（杉野, 2014）

個人と社会環境の相互作用の中に障害がある。
障害に伴う問題の原因を、社会の側が障害のある
人を想定していないことに求め、障害のある人が
いることを前提として環境の側を変えていくことが
必要。
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通級・支援学級担当教師に求められる専門性

•特別な教育課程の編成方法や、個別の教育支 援計画と個別の指導
計画の作成方法、障害の特性等に応じた指導方法、自立活動を実践
する力、障害のある児童生徒の保護者支援の方法、関係者間との連
携の方法等に関する専門性の習得

• OJTを中心とした育成体制・オンラインの活用
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ICT活用

• ICTを介した個別の計画の共有・引継ぎ

• ICTを活用したコンサルテーション・オンラインケース会議
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「障害のある子供の教育支援の手引」 （一部抜粋）

第２編 就学に関する事前の相談・支援、就学先決定、就学先変更のモデルプロセス
第３章 法令に基づく就学先の具体的な検討と決定プロセス
５ 市区町村教育委員会による教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討
（４）特別支援学級と通級による指導について
① 特別支援学級と通級による指導等との関係について
（略）なお，小中学校等における通級による指導の授業時数については，年間35単位時間から280単位時間以内の範囲で行うことを標準とし，週当たりに
換算すると，１単位時間から８単位時間程度まで，通常の学級以外での特別な指導を行うことができることとなっている。このため，例えば，特別支援学級
に在籍して当該学年の各教科等の内容を学ぶ子供が，大半の時間を当該学年の通常の学級において交流及び共同学習で学び，通常の学級以外での
自立活動における特別な指導の時間が，週当たり８単位時間はもとより相当数確保する必要がないと考えられる場合には，通常の学級における指導と通
級による指導を組み合わせた指導による対応を検討するべきである。

② 特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習について
小中学校等の特別支援学級に在籍する子供については，通常の学級に在籍する子供と共に学ぶ機会を積極的に設けることが重要である。そのため，特別支
援学級の子供が，特別支援学級に加え，同じ学年の通常の学級にも在籍し，通常の学級の一員としても活動できるような取組を充実し，子供一人一人の
障害の状態等や個々の事情を勘案しつつ，ホームルーム等の学級活動や給食等について，可能な限り共に行うことが必要である。
また，教科学習についても，子供一人一人の障害の状態等を踏まえ，共同で実施することが可能なものについては，年間指導計画等に位置付けて，年
間を通じて計画的に実施することが必要である。
このような交流及び共同学習を実施するに当たっては，特別支援学級に在籍している子供が，通常の学級で各教科等の授業内容が分かり学習活動に参
加している実感・達成感をもちながら，充実した時間を過ごしていることが重要である。
なお，実施に当たっては，特別支援学級において当該子供に編成した教育課程の目的が達成されるよう，当該子供を担当する教員等が適切な指導を行
いながら，実施する必要があり，指導体制が整わないまま実施することは不適切である。（略）

７ 市区町村教育委員会による総合的な判断と就学先決定
（３）就学先の決定
（略）より広域的な観点では，市区町村ごとに，就学先についての判断や考え方にばらつきがある状況は，子供一人一人の教育的ニーズに基づいて就学先
を検討するという基本からは好ましいこととは言えず，このような状況を避けるためにも，必要に応じて，都道府県教育委員会や特別支援学校は，市区町村
教育委員会等の求めに応じた助言等を行うなどして判断の客観性を確保することが必要である。

８ 都道府県教育委員会等における教育相談体制の整備
（略）地域によっては，特別支援学級や通級による指導，通常の学級等の学び場の判断について，十分な検討が行われることなく安易に，教員が確実に
配置される特別支援学級が選択される事例があるとの指摘がある。都道府県教育委員会においては，そうした指摘があることにも留意しつつ，本手引に記
載の内容や，域内の各市区町村の特別支援学級の設置状況や通級による指導の実施状況等を踏まえながら，必要に応じて，就学決定前の指導・助言を
行うとともに，就学先決定後においても，それぞれの学びの場で編成されている教育課程の内容や子供一人一人の指導の状況等を把握するなどし，市区
町村教育委員会や小学校等に対する指導・助言を行うことが求められる。

15



Akina Noguchi © 2022 16

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/173/index.html
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箕面市

• 強み
• 原則地域の学校→権利条約的には最先端
• 管理職・すべての教員が障害のある子どもがいることが当たり前
• 通常学級における工夫・合理的配慮のノウハウ豊富・連携方法のノウハウ豊富

• 国の制度との整合性をどうとるか？
• 交流及び共同学習の時間数→半分以上の時間通常の学級にいる実態

• 特別の教育課程を通常の学級で教えている場合の見解は？

• 通級による指導の設置、活用（週8時間まで）
• 自立活動の指導の位置づけ

• 解決の方向性
• 通常学級における個別最適な学びなど、多様な子どもがいることを前提とした指導・
支援の充実（これまでのノウハウを言語化、共有）

• 通級による指導の拡充、活用
• 通級による指導・支援学級対象児の判断プロセスの明確化
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